
パークアンドライドの取組

東京2020オリンピックパラリンピック大会期間中の一般道における道路交通対策の一つとして、自動車による都心方向への

移動を抑制するため、自動車から鉄道に乗り換えて移動してもらうパークアンドライドを促進する。

２ パークアンドライドの推進

・ 圏央道と外環道の間のエリアを対象。

・ 対象エリア内の候補駐車場を駐車場事業者がリストアップ。

⇒ 対象駐車場リストを駐車場予約サービスのサイトに掲載しパークアンドライドの利用を促進。

１ 目的

３ 広報

駐車場対策協議会としての広報

・協議会の開催広報に合わせて広く周知。

・協議会が作成する｢駐車場予約サービス｣のサイトに促進対象リストを掲載。

資料３

・ 利用促進期間は大会開催期間（7/23～8/8, 8/24～9/5）とする。

対象エリアイメージ


